
５
月
の
接
種
は
土
日
中
心
に

　
久
留
米
市
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

３
回
目
接
種
は
、
４
月
21
日
時
点
で
、

対
象
の
約
60
％
ま
で
進
ん
で
い
ま
す
。

65
歳
以
上
は
87
％
、
60
歳
か
ら
64
歳
ま

で
は
77
％
が
３
回
目
接
種
を
完
了
し

て
い
ま
す
。

　
４
月
以
降
、
12
歳
か
ら
17
歳
ま
で
の

人
も
３
回
目
接
種
の
対
象
に
加
わ
り
ま

し
た
。
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製
ワ
ク
チ
ン
の
み

接
種
可
能
で
す
。
５
月
か
ら
は
昼
間
に

学
校
や
仕
事
が
あ
る
人
も
接
種
し
や
す

い
よ
う
に
、夜
間
や
土・日
曜
日
に
実
施
。

対
象
者
に
順
次
ク
ー
ポ
ン
券
を
郵
送
し
て

い
ま
す
。
か
か
り
つ
け
医
な
ど
の
個
別

接
種
医
療
機
関
の
接
種
は
４
月
で
終
了

し
て
い
ま
す
。

　

５
歳
か
ら
11
歳
ま
で
の
小
児
接
種
も

行
っ
て
い
ま
す
。
小
児
接
種
で
は
、
フ
ァ

イ
ザ
ー
社
製
の
小
児
用
ワ
ク
チ
ン
を
使
用

し
て
、
２
回
接
種
し
ま
す
。
接
種
に
不
安

が
あ
る
場
合
は
、
か
か
り
つ
け
医
な
ど
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。16
歳
未
満
の
人
は
、

必
ず
保
護
者
の
同
意
と
同
伴
が
必
要
で

す
。
本
人
と
保
護
者
で
よ
く
話
し
合
っ
て

接
種
す
る
か
ど
う
か
決
め
て
く
だ
さ
い
。

働
く
世
代
が

接
種
し
や
す
く

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

1～3回目の接種に対応。小児接種は 1
回目を予約すると、2 回目も 3 週間後の
同じ曜日、時間、会場で予約されます
・市ホームページからWEB予約
　（24 時間予約可能）
・コールセンター
　（土日・祝日含む 8：30 ～21：00）

☎　  0942･30･9816
 FAX 050･3819･8312

（耳の不自由な人専用）

ワクチン接種の予約や変更

接種会場
（ファイザー） 実施曜日 受付時間

 JCHO
 久留米総合病院  土 10：00～11：00

 新古賀病院  土   9：３0～12：00
 古賀病院 21  日   9：30～11：30
 田主丸中央病院  土 14：00～17：00
 安本病院  土 14：00～15：00

 市役所 2 階
 くるみホール

 金 17：00～19：30
  土（14日は実施
なし） 9：00～11：30

接種会場
（小児ファイザー）

実施日
①は 1 回目
②は 2 回目

受付時間

 久留米大学
 医療センター  ①8㈰   ②29㈰ 9：00～12：00

13：00～15：00
 市役所 2 階
 くるみホール

 ①7㈯   ②28㈯ 
 ①8㈰   ②29㈰ 14：00～16：30

 田主丸
 そよ風ホール

 ① 28 ㈯
 ② 6月18日㈯ 14：00～16：30

 三潴生涯学習
 センター

 ① 28 ㈯
 ② 6月18日㈯ 14：00～16：30

※ 4 月21 日時点で制作しています

小
児
接
種
も
開
始
し
て
い
ま
す
。
必
ず
保
護
者

が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い

■5 月のワクチン集団接種会場（12歳以上）

■5月の小児ワクチン接種会場（5歳から11歳まで）

転
入
し
た
ら
発
行
の
届
け
出
を

　
他
の
自
治
体
が
発
行
し
た
ク
ー
ポ
ン

券
で
２
回
目
ま
で
接
種
し
て
、
そ
れ
以

降
に
転
入
し
た
場
合
は
、
３
回
目
接
種

の
ク
ー
ポ
ン
券
発
行
の
申
請
が
必
要
で

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
接
種
券
発
行

申
請
書
を
郵
送
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

問
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
７
２
４
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・
９

８
３
３
）

市
街
化
調
整
区
域
の
開
発
を

厳
格
化

　
改
正
都
市
計
画
法
が
４
月
１
日
に
施

行
さ
れ
、
市
も
関
連
す
る
条
例
の
改

正
を
行
い
ま
し
た
。
条
例
で
認
め
る
地

域
で
も
、
浸
水
や
土
砂
災
害
の
発
生
の

恐
れ
が
あ
る
土
地
で
の
開
発
許
可
は
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。「
浸
水
の
恐
れ
」

と
は
、
１
５
０
年
に
１
度
と
さ
れ
る
規

模
の
大
雨
が
降
っ
た
と
き
に
、
想
定
さ

れ
る
浸
水
が
３
ｍ
以
上
の
こ
と
で
す
。

例
外
と
し
て
、
避
難
所
か
ら
お
お
む
ね

半
径
１
㎞
の
範
囲
内
で
あ
る
か
、
居
室

の
床
面
が
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
水
位
以

上
に
あ
る
場
合
は
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

久
留
米
市
に
は
土
地
利
用
に
関
し

て
、
市
街
化
区
域
、
市
街
化
調
整
区
域
、

非
線
引
き
都
市
計
画
区
域
の
区
分
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
市
街
化
調
整
区
域

で
は
、
対
象
の
駅
か
ら
お
お
む
ね
半
径

５
０
０
ｍ
以
内
の
範
囲
で
開
発
を
認
め

る
駅
周
辺
条
例
と
、
50
戸
連
た
ん
条
例

を
運
用
し
て
い
ま
す
。

　

法
改
正
を
受
け
て
、
市
が
市
街
化

調
整
区
域
全
域
に
適
用
し
て
い
る
50

戸
連
た
ん
条
例
を
市
街
化
区
域
か
ら

お
お
む
ね
５
０
０
ｍ
以
内
の
範
囲
に
限

定
し
ま
す
。
範
囲
内
で
は
、
戸
建
て
の

非
自
己
用
住
宅
や
店
舗
、
飲
食
店
、
事

務
所
用
の
開
発
を
認
め
ま
す
。

旧
４
町
区
域
の
許
可
も
見
直
し

　
法
改
正
に
伴
い
、
非
線
引
き
都
市
計
画

区
域
の
災
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
10
月
１
日
以
降
の
申

請
分
か
ら
、
田
主
丸
町
、
北
野
町
、
城

島
町
、
三
潴
町
各
区
域
の
開
発
許
可
が

必
要
な
面
積
を
３
０
０
０
㎡
か
ら
１
０

０
０
㎡
以
上
に
変
更
し
ま
す
。
排
水
施

設
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
、
市
と
協
議

を
行
い
、
法
に
基
づ
い
て
安
全
上
・
避

難
上
の
対
策
の
実
施
を
求
め
る
よ
う
に

し
ま
す
。

問
建
築
指
導
課
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
３
４
３
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・
９

７
４
３
）

都市計画法に基づく開発許可等に関する条例を改正　4 月施行

災害の危険に対応し
開発許可基準を見直し

　近年、大雨による浸水被害などが頻発しています。自
然災害に対応した安全なまちづくりを行っていくために、
開発許可基準を見直します。

盛土の許可基準を緩和
　建築に伴い、一定規模の切土や盛土を行う
場合は開発許可が必要です。これまでは、高
さ 50㎝を超える盛土を行うときは許可が必要
でした。4 月 1 日から高さ１ｍ以下の場合は、
許可が不要になりました。
　建築物の高床化と併せて、居室の床面が想
定される浸水の水位以上になるようにしてく
ださい。

・ 市街化区域…すでに市街地を形成している区域および、
優先的、計画的に市街化を行っていく区域

・�市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域
・ 非線引き都市計画区域…市街化区域や市街化調整区域の

区分が決められていない区域
・ 50戸連たん条例（都市計画法第34条第11号）…市街化区

域に隣近接し、おおむね 50 以上の建築物がおおむね
50 ｍ以内でつながっている場合、開発を認める条例

用語解説
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